
補助対象施設の構造基準 補助金額は工事費の２/３です。
ただし、上限は７.５万円です。

雨水排水専用のもので、下記の基準か同等以上の効果のものに補助いたします。
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既存浄化槽転用雨水貯留槽

雨水貯留槽（雨水タンク）

雨水浸透ます

■用途廃止済のもの

■清掃済のもの

■容量100リットル以上のもの

■内幅各15㎝以上の透水性のます材

■各外面から10㎝以上を20～40㎜の砕石で覆う

■底面に砂の層を5㎝以上設置する

■砕石外周面を透水シートで覆う

雨水浸透管

■呼び径10㎝以上の透水性の管材

■管の外面から10㎝以上を20～40㎜の砕石で覆う

■砕石外周面を透水シートで覆う

■管底面部は砕石全面に砂の層を5㎝以上設置する

■側溝の外面から10㎝以上を20～40㎜の砕石で覆う

■砕石外周面を透水シートで覆う

■側溝底面部は砕石全面に砂の層を5㎝以上設置する

浸透側溝

■内法15㎝以上の透水性のＵ型側溝

透水性舗装

■露天部に10㎡以上設置

■表層材は透水性材で3㎝以上

■路盤は10㎝以上

■路盤下に砂の層を5㎝以上設置する

※既存浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合における排水設備の切り替え施工を行う場合は
　排水設備工事店での施工とする。


